
高 松 市 身 体 障 害 者 用 自 動 車 改 造 助 成 要 綱  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律（ 平 成 １ ７ 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 ） 第 ７ ７ 条 に 規 定 す る

地 域 生 活 支 援 事 業 と し て 実 施 す る 自 動 車 改 造 助 成 事 業 に 関 し 必 要

な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 対 象 者 ）  

第 ２ 条  助 成 の 対 象 者 は 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る 者 と す る 。  

( 1 )  身 体 障 害 者 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 ２ ８ ３ 号 ） 第 １ ５ 条  

第 ４ 項 の 規 定 に よ り 身 体 障 害 者 手 帳 の 交 付 を 受 け た 肢 体 に 障  

害 を 有 す る 者 の う ち 、 そ の 障 害 の 程 度 が １ 級 又 は ２ 級 の 者  

( 2 )  勤 労 等 に 伴 い 、 自 ら が 所 有 し 、 運 転 す る 自 動 車 の 操 向 装 置  

及 び 駆 動 装 置 の 一 部 を 改 造 す る 必 要 が あ る と 市 長 が 認 め た 者  

( 3 )  道 路 交 通 法 （ 昭 和 ３ ５ 年 法 律 第 １ ０ ５ 号 ） 第 ９ １ 条 の 規 定  

に よ り 身 体 の 状 態 に 応 じ た 条 件 （ 第 １ 号 の 障 害 に 係 る も の で  

あ っ て 自 動 車 の 改 造 を 要 す る も の に 限 る 。 ） が 付 さ れ て い る  

者  

( 4 )  改 造 助 成 を 申 請 す る 月 の 属 す る 年 の 前 年 （ １ 月 か ら ５ 月 ま  

で に あ っ て は 、 前 々 年 ） の 所 得 が 、 特 別 児 童 扶 養 手 当 等 の 支  

給 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ３ ９ 年 法 律 第 １ ３ ４ 号 ） 第 ２ ６ 条 の  

５ に お い て 準 用 す る 同 法 第 ２ ０ 条 か ら 第 ２ ２ 条 ま で の 規 定 を  

適 用 し た な ら ば 、 同 法 第 ２ ６ 条 の ２ に 規 定 す る 特 別 障 害 者 手  

当 の 支 給 制 限 を 受 け る こ と と な る 額 未 満 で あ る 者  

 （ 申 請 及 び 決 定 ）  

第 ３ 条  助 成 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と い う 。 ） は 、

身 体 障 害 者 用 自 動 車 改 造 助 成 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 運 転 免 許 証

の 写 し 及 び 当 該 身 体 障 害 者 用 自 動 車 の 改 造 を 行 う 業 者 の 見 積 書 の

書 類 を 添 え て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 申 請 書 の 提 出 を 受 け た と き は 、 申 請 者 の 身 体 状

況 、 経 済 状 況 等 必 要 な 調 査 を 行 い 、 助 成 の 適 否 を 決 定 し 、 身 体 障



害 者 用 自 動 車 改 造 助 成 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） 又 は 身 体 障 害 者

用 自 動 車 改 造 却 下 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に よ り 、 申 請 者 に 通

知 す る も の と す る 。  

 （ 改 造 完 了 の 届 出 及 び 検 査 ）  

第 ４ 条  助 成 の 決 定 を 受 け た 者 が 自 動 車 の 改 造 を 完 了 し た と き は 、

速 や か に 身 体 障 害 者 用 自 動 車 改 造 完 了 届 （ 様 式 第 ４ 号 ） に 領 収 書

及 び 自 動 車 車 検 証 の 写 し を 添 え て 市 長 に 届 け 出 て 、 当 該 改 造 を 行

っ た 業 者 と と も に 、 検 査 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 （ 助 成 額 ）  

第 ５ 条  助 成 額 は 、 予 算 の 範 囲 内 で 、 自 動 車 の 操 向 装 置 、 駆 動 装 置

等 の 改 造 に 要 す る 経 費 の 額 と し 、 そ の 額 が １ ０ 万 円 を 超 え る と き

は 、 １ ０ 万 円 を 限 度 と す る 。  

（ 決 定 の 取 消 し 又 は 助 成 金 の 返 還 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 助 成 を 受 け た 者 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、

助 成 の 決 定 を 取 り 消 し 、 又 は 既 に 交 付 し た 助 成 金 の 全 部 若 し く は

一 部 を 返 還 さ せ る こ と が で き る 。  

( 1 )  偽 り そ の 他 不 正 の 行 為 が あ っ た と き 。  

( 2 )  助 成 金 を 他 の 用 途 に 使 用 し た と き 。  

( 3 )  こ の 要 綱 に 違 反 し た と き 。  

( 4 )  前 ３ 号 に 定 め る も の を 除 く ほ か 、 市 長 の 指 示 に 従 わ な か っ

た と き 。  

 （ 委  任 ）  

第 ７ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。  

 

   附  則  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ 年 ２ 月 １ ４ 日 か ら 施 行 し 、 平 成 元 年 ４ 月

１ 日 か ら 適 用 す る 。  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 現 に 行 わ れ て い る 申 請 、 通 知 等 の 手 続 き は 、

そ れ ぞ れ こ の 要 綱 の 相 当 規 定 に よ り 行 わ れ た も の と み な す 。  

 



附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ８ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ８ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 要 綱 に よ る 改 正 前 の 様 式 に よ る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の

修 正 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

 附  則  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 要 綱 に よ る 改 正 前 の 様 式 に よ る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の

修 正 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

 



様式第１号（第３条関係）  

  年   月   日  

 

（宛先）高松市長  

申請者   住   所   

        氏   名            ○印  

    電話番号  

身体障害者用自動車改造助成申請書  

   

次のとおり身体障害者用自動車改造助成を申請します。  

なお、助成申請に対する決定のため、公簿等により私及び世帯員の課税

状況を確認されることについて同意します。  

対象者氏名   生年月日  年  月  日  

住  所   個人番号   

身体障害者  
手 帳 番 号 

 県・市   
第     号  

障害  
等級  

 
 種    

  級  

障  害  名   

世
帯
の
状
況  

氏名  
対象者との  
続柄  

生年月日  個人番号  所得額  備考  

   本人        円   

        円   

        円   

        円   

運 転 免 許 証 番 号   

改

造

自

動

車 

車種   車名   
登録  
番号   

車台  
番号   年式   排気量   

使用目的   

改造個所   

所要経費   

助成申請額   

自 動 車

の 改 造
を 行 う

業 者  

住 所  
 

氏 名  

 

（注）  運転免許証の写し及び当該身体障害者用自動車の改造を行う業者

の見積書を添付すること。  



様式第２号（第３条関係）  

高   第         号  

  年   月   日  

 

         様  

 

                                      高松市長           

 

身体障害者用自動車改造助成決定通知書  

 

 

年   月   日付けで申請のあった身体障害者用自動車改造

助成については、次のとおり決定したので通知します。  

 

助 成 決 定 番 号        第      号  

身体障害者  

手帳番号  
 助成有効期限   

改
造
自
動
車 

車種   車名   
登録  

番号  
 

車台  

番号  
 年式   排気量   

改造個所   

自 動 車

の 改 造

を 行 う

業 者  

住 所  

 

氏 名  

 

所要経費   助成額   

注）１   自動車改造後２年間は、目的に反した使用や譲渡、交換等をし

てはいけません。  

    ２   １又は高松市身体障害者用自動車改造助成要綱に違反した場合

には助成金の全部又は一部を返還していただくことがあります。  



様 式 第 ３ 号 （第 ３ 条 関 係 ）                      

高    第      号    

年   月   日    

                                 

（ 申 請 者 ）                             

         様  

                  高 松 市 長  

 

身 体 障 害 者 用自 動 車 改 造 助 成 却 下決 定 通 知 書  

                                 

    年   月   日 に 申 請 のあ っ た 身 体 障 害 者 用自 動 車 改 造 助 成 に

つ い て は 、 審査 の 結 果 、 次 の 理 由に よ り 却 下 す る こ とに 決 定 し ま し た の

で 、 通 知 し ます 。  

 

理 由                                



様式第４号（第４条関係）  

 

      年   月   日  

 

（宛先）高松市長  

住所  

氏名          ○印  

 

身体障害者用自動車改造完了届  

 

 身体障害者用自動車として改造が完了したので、お届けします。  

 

記  

 

改造完了日   

業者に  

支払った金額  
 

業者  
住所  

氏名  
（電話       －          ）  

振込希望  

金融機関  

名称  名義人  口座番号  

  
銀行  

農協  

支店  

支所   
  

※検査内容  

 

 

 

 

     年   月   日      

            

     

検査員

職氏名     印  

                    

（注）  領収書及び自動車検査証の写しを添付してください。  


